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Information

知ってますか？北海道の「苦情審査委員」制度
「北海道苦情審査委員」制度とは、道が行った業務や制度の内容を審査する制度です。
皆さん自身の利害に関する苦情であれば、苦情審査委員に申立てができます。
苦情審査委員が皆さんに代わって、公正で中立的な立場から、道の関係機関に対して必要な
調査などを実施し、審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の機関に
是正や改善を求めます。
もちろん、個人情報の保護にも十分配慮がされます。

苦情申立て窓口

・北海道庁道政相談センター
・オホーツク総合振興局総務課
※苦情申立書およびリーフレットを用意しています。
※道のホームページからも申立書をダウンロードできます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dsc/kujyou-mousitate.html
※苦情申立書に必要な事項を記入し、苦情申立ての窓口に提出してください。
(郵送、ファックス、メールでも申立てができます。)

問北海道総合政策部知事室道政相談センター
☎０１１ ‐ ２０４ ‐ ５５２３
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忍
び
寄
る
犯
罪
組
織
の
国
際
化

あ
な
た
の
目
が
街
を
守
る

～

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
お
け

る
水
際
対
策
の
見
直
し
に
よ
る
就
労
外
国

人
の
新
規
入
国
が
一
部
認
め
ら
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
深
刻
な
人
手
不
足
や
外
国
人

技
能
実
習
制
度
の
活
用
に
よ
る
外
国
人
雇

用
の
増
加
に
伴
う
来
日
が
予
想
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
一
部
の
外
国
人
に
よ
る
不
法
滞

在
や
不
法
就
労
な
ど
の
犯
罪
増
加
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。

在
留
カ
ー
ド
を
偽

造
し
て
不
法
就
労
し

た
り
、
在
留
資
格
を
不

正
に
取
得
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
偽
装

結
婚
を
す
る
な
ど
、
そ

の
手
口
は
悪
質
・
巧
妙
化
し
て
お
り
、
こ
の

よ
う
な
犯
罪
に
国
際
的
な
犯
罪
組
織
が
関

与
し
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

地
域
の
安
全
を
妨
げ
る
国
際
犯
罪
組
織

の
暗
躍
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
警
察
や

関
係
機
関
の
み
な
ら
ず
、
道
民
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

ど
ん
な
に
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
構
い
ま

せ
ん
の
で
、｢

お
か
し
い
な
？｣

と
思
っ

た
ら
、
最
寄
り
の
警
察
署
に
通
報
し
て
く

だ
さ
い
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す

問
興
部
警
察
署

☎
８
２
‐
２
１
１
０

不
法
就
労
者
・
不
法
滞
在
防
止
の
た
め
の
理

解
と
協
力
の
確
保

消

防

令
和
4
年
度
危
険
物
安
全
週
間

令
和
4
年
度
危
険
物
安
全
週
間
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

目
的危

険
物
の
保
安
に
対
す
る
意
識
の
高
揚

お
よ
び
啓
発
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

各
事
業
所
に
お
け
る
自
主
保
安
体
制
を
確

立
す
る
た
め
「
危
険
物
安
全
週
間
」
を
設

け
ま
す
。

期
間

６
月
5
日
㈰
～
11
日
㈯

実
施
内
容

期
間
中
に
危
険
物
貯
蔵
所
お
よ
び
取
扱

所
の
立
入
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

推
進
項
目

⑴
危
険
物
施
設
に
お
け
る
保
安
体
制
の
整

備
促
進

⑵
危
険
物
に
関
す
る
知
識
の
啓
発
普
及

⑶
危
険
物
保
安
功
労
者
の
表
彰

そ
の
他

施
設
内
や
住
宅
周
辺
の
草
刈
り
を
行
う

と
き
に
は
タ
ン
ク
配
管
の
切
断
に
注
意

し
、
配
管
な
ど
の
油
漏
れ
、
タ
ン
ク
の
転

倒
に
は
日
頃
か
ら
注
意
を
し
ま
し
ょ
う
。

問
消
防
雄
武
支
署

☎
８
４
‐
２
０
５
２

税

金

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す

一
般
健
診
・
が
ん
検
診
の
無
料
ク
ー
ポ
ン

に
つ
い
て

紋
別
税
務
署
で
は
、
相
続
税
な
ど
の
ご

相
談
や
納
付
の
ご
相
談
に
つ
い
て
、旭
川
中・

旭
川
東
税
務
署
の
専
門
職
員
に
よ
る
オ
ン

ラ
イ
ン
で
の
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
紋
別
税
務
署

の
面
接
室
で
、
旭
川
の
専
門
職
員
と
モ
ニ

タ
ー
画
面
越
し
に
ご
相
談
い
た
だ
く
こ
と

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

町
で
は
、
対
象
年
齢
の
人
に
一
般
健
診

や
が
ん
検
診
（
大
腸
・
乳
・
子
宮
）
を
無

料
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
ク
ー
ポ
ン
を

配
布
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
令
和
３
年
度
中
に
ク
ー
ポ

ン
を
使
用
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
を
考
慮

保

健

  Information

成年年齢引き下げ以降の
「成人式」について

問教育振興課生涯教育係

し
、
昨
年
度
対
象
で
未
受
診
だ
っ
た
人
に
つ

い
て
も
、
有
効
期
限
を
延
長
し
た
も
の
を
改

め
て
送
付
い
た
し
ま
す
。

対
象
者
に
、随
時
送
付
予
定
で
す
の
で
、

ご
自
身
の
健
康
管
理
に
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

問
健
康
推
進
課
保
健
係

☎
８
４
‐
２
０
２
３

これまで雄武町の成人式は年度内に 20 歳を迎える
人を対象に開催してきたところですが、民法の改正に
より 4 月 1 日から成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き
下げられたことに伴い、成人式の参加対象年齢を 18
歳に引き下げるか検討を重ねてまいりました。

その結果、成人式の参加対象年齢を 18 歳とした場
合、進学に伴う受験や就職の時期と重なり、参加困難
となる人が増える懸念などから、参加対象年齢をこれ
までと同様に 20 歳とすることにしました。

また、これによりこれまでの「成人式」を「20 歳
の集い（はたちのつどい）」と式典の名称を変更します。

今年度の「20 歳の集い」は令和５年１月８日に予
定しており、参加対象は平成 14 年 4 月 2 日から平成
15 年 4 月 1 日までに生まれた人です。
対象者には、町から案内状を 12 月までに送付します。

※
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
用
の
機
器
の
操
作
は

職
員
が
行
い
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
の
実
施
日

◯
相
続
税
・
贈
与
税
・
譲
渡
所
得
に
関
す

る
個
別
相
談

毎
月
第
１
、
第
３
木
曜
日
に
実
施

※
相
談
に
は
、
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

◯
国
税
に
関
す
る
納
付
相
談

随
時
実
施

問
紋
別
税
務
署
（
紋
別
市
南
が
丘
町
２
丁

目
１
番
44
号
）

☎
２
３
‐
２
１
９
１

※
音
声
案
内
に
従
い
２
番
を
押
し
て
く
だ

さ
い
。

お
う
む
産
業
観
光
ま
つ
り
の
開
催
に
合

わ
せ
て
東
京
・
札
幌
雄
武
会
、
佐
賀
県
武

雄
市
、栃
木
県
益
子
町
の
皆
さ
ん
を
迎
え
、

ふ
る
さ
と
雄
武
を
語
り
合
う
場
と
し
て
毎

年
実
施
し
て
い
た
「
ふ
る
郷
ふ
れ
あ
い
交

流
会
」
に
つ
き
ま
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
本
年
度
の

開
催
を
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

問
財
務
企
画
課
企
画
調
整
係

催

し

ふ
る
郷
ふ
れ
あ
い
交
流
会
の
開
催
中
止


